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ス

弘
前

弘
前
市
大
字

国
吉
字
坂
本

一
三
八
の
一

〇

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

〃

通
所
介
護

事
業
パ
イ

ン
ハ
ウ
ス

城
南

弘
前
市
大
字

原
ケ
平
字
山

元
一
一
八
の

一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

〃

通
所
介
護

事
業
ピ
ノ

カ
ー
サ
岩

木

弘
前
市
大
字

五
代
字
田
屋

敷
二
四
〇
の

一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護

事
業
松
山

荘
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

通
所
介
護

事
業
パ
イ

ン
ハ
ウ
ス

岩
木

弘
前
市
大
字

賀
田
二
丁
目

四
の
二

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
パ

イ
ン
の
森

弘
前
市
大
字

百
沢
字
小
松

野
八
七
の
一

七
三

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

〃

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
パ

イ
ン
の
里

弘
前
市
大
字

国
吉
字
坂
本

一
三
八
の
一

〇

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

〃

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
パ

イ
ン
の
街

弘
前
市
大
字

原
ケ
平
字
山

元
一
一
八
の

一

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年12月16日 月曜日 第3783号5

変
更
前

弘
前
市
大
字

富
田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

一
町
田
字
浅

井
四
四
三
の

一

〃

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
ピ

ノ
ッ
郷

弘
前
市
大
字

五
代
字
田
屋

敷
二
四
〇
の

一

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
鴨
ケ
池

九
六
の
三

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
み
や
ぎ
会

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
八
一

み
や
ぎ
居
宅

介
護
支
援
事

業
所

八
戸
市
大
字
売
市

字
観
音
下
三
の
二

平
成

��
･

�･

��

変
更
前

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
熊
ノ
沢
三
五

の
一

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
友
の
会

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
熊
ノ
沢

三
五
の
二

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
ほ

っ
と
ハ
ウ
ス

八
戸
市
長
根
一
丁

目
二
の
八

��･

��･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字
富

田
町
七
九

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
嶽
暘
会

弘
前
市
大
字
一

町
田
字
浅
井
四

四
三
の
一

松
山
荘
居
宅

介
護
支
援
事

業
所

弘
前
市
大
字
賀
田

二
丁
目
四
の
二

��･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字
富

田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
一

町
田
字
浅
井
四

四
三
の
一

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
パ

イ
ン
ハ
ウ
ス

弘
前

弘
前
市
大
字
国
吉

字
坂
本
一
三
八
の

一
〇

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字
富

田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
一

町
田
字
浅
井
四

四
三
の
一

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
パ

イ
ン
ハ
ウ
ス

城
南

弘
前
市
大
字
原
ケ

平
字
山
元
一
一
八

の
一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字
富

田
町
七
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
一

町
田
字
浅
井
四

四
三
の
一

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
ピ

ノ
カ
ー
サ
岩

木

弘
前
市
大
字
五
代

字
田
屋
敷
二
四
〇

の
一

〃

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

介
護
予
防
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
富

田
町
七
九

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
嶽
暘
会

弘
前
市
大
字
一

町
田
字
浅
井
四

四
三
の
一

弘
前
市
西
部

地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
五
代

字
田
屋
敷
二
四
〇

の
一

平
成

��

･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

む
つ
尻
屋
崎

線 倉
石
五
戸
線

青
森
環
状
野

内
線 路

線
名

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
九
九
の
一
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
三
の
六
ま
で

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
太
田
一
〇
の
三
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
森
ノ
下
夕
八
一
の
一
ま
で

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
太
田
六
五
の
五
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
森
ノ
下
夕
八
一
の
一
ま
で

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
六
八
の
三
か
ら

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
八
六
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前 後 前 前 後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
道
青
森
環
状
野

内
線 路

線

名

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
六
八
の
三
か
ら

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
八
六
の
一
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
��･

��･

��

供
用
開
始

の

期

日



( )

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及

び
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条

第
五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第

四
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
二
、
七
六
一

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

二
四
二
、
二
五
五

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

東
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
四
八
五

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
〇
五
六

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
七
一
四

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

八
、
〇
八
〇

人

上
北
郡
選
挙
区

二
八
、
三
一
七

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
〇
、
八
二
二

人

青
森
市
選
挙
区

八
二
、
六
一
九

人

弘
前
市
選
挙
区

五
〇
、
四
七
四

人

八
戸
市
選
挙
区

六
五
、
二
八
六

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
九
一
二

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

二
〇
、
〇
八
五

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
七
五
三

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
〇
四
三

人

む
つ
市
選
挙
区

二
二
、
二
一
〇

人

つ
が
る
市
選
挙
区

一
〇
、
〇
六
〇

人

平
川
市
選
挙
区

一
二
、
四
三
三

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

三
、
二
七
五

人

二

西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
、
五
八
四

人
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県
道
む
つ
尻
屋
崎

線

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
九
九
の
一
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
三
の
六
ま
で

〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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